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業界の概要

マッサージ業とは

マッサージの語源は，ギリシャ語のマッシ

ー（揉む）又は，アラビア語のマス（揉み込

む）などといわれる。紀元前４～５世紀のこ

ろ，ギリシャの医聖ヒポクラテスが，「医師

たるものは医術についてのあらゆる学理とと

もに，マッサージも修得せよ」と力説したと

いわれるように，古くからマッサージは存在

するが，最近になって街なかで見かける機会

が増えている。いわゆるクイックマッサージ

という業態である。

クイックマッサージとは「１０分～１５分とい

う短い時間単位で，服を着たまま気軽に受け

られるマッサージ」（imidas）を指し，短時

間で手軽に受けられ，かつ料金も１０分１，０００

円など低料金であることから，昼休みや仕事

帰りの OL，サラリーマンの人気を集め，都

市部を中心として増加している。

主なマッサージの種類

マッサージといってもさまざまな種類があ

る。主なマッサージは，図表－１のとおりで

ある。

あん摩・マッサージ・指圧はあん摩マッサ

ージ指圧師の国家資格が必要となる。このほ

かの医業類似行為についても平成３年に厚生

省から都道府県宛に「医業類似行為に対する

中小企業診断士

高橋 利忠

●図表－１ 主なマッサージの種類

種類 特徴 資格

あん摩
あん摩マッサージ指圧師（国家資
格）が人の体をもむ，こする，押
す，たたくなどの施術を行う。

必要

カイロプラ
クティック
（整体）

１８９５年アメリカで開発された手技
療法。人体の骨格構造のゆがみや
異常を整える。アメリカでは国家
資格として認定されている。

不要

リフレクソ
ロジー（足
裏マッサー
ジ）

足裏などにある身体全体の臓器や
器官の反射ゾーン（≒つぼ）を指
で刺激し血液やリンパの流れをス
ムーズにする。

不要

タイ式マッ
サージ

約２５００年前にインドからタイに伝
わった療法で，「ツボ押し」と「ス
トレッチ」を基本としている。ス
トレッチはヨガ技法を導入してお
り，筋肉・背骨・骨盤・関節など
を伸縮させる。

不要

オイルマッ
サージ

アロマオイルなどを用いて施術を
する。芳香性植物から抽出された
精油（エッセンシャルオイル）の
匂いを嗅いだり，直接肌に塗って
心身を癒すアロマテラピーなどが
ある。

不要

利益計画

マッサージ業のモデル利益計画
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取扱いについて」と題する通知が行われ，医

業類似行為の施術が医学的観点から人体に危

害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象と

なることが明記された。

クイックマッサージはボディや手，足裏な

どを短時間でマッサージするものである。医

療行為ではなく，あくまでもストレス解消が

目的であるとして，特別な資格は必要ないと

いわれているが，既存のマッサージ（国家資

格が必要）との境界は不明確なままになって

いる。なお，総務省統計局で産業分類の療術

業の範囲に記載されていることから，リフレ

クソロジー（足裏マッサージ）などは国家資

格を伴わない事業として認知されていること

が分かる（図表－２）。

需要動向

厚生労働省の調査によると，体調不良を訴

える人の症状のトップ１０は図表－３のとおり

である。「腰痛」が一番多く，「肩こり」「関

節痛」と続いている。男女別では，女性の方

が「肩こり」「関節痛」を訴える人が多い。

最も気になる症状の治療状況（図表－４）

では，「病院・診療所に通っている」のは半

数であり，「治療をしていない」「売薬をのん

だりつけたり」と自分で回復に努めている人

も少なくない。このことは，潜在的な需要が

少なからず存在し，身近に手頃なマッサージ

店ができれば需要が喚起される可能性を示唆

するものといえる。

マッサージ業の市場規模

日本能率協会研究所によるとマッサージサ

ロンの市場規模は平成１８年時点で２，１５３億円

と推定されている。

また，総務省統計局によると，平成２１年の

●図表－２ 療術業の範囲（総務省統計局）

あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師及
び柔道整復師がその業務を行う事業所及び温熱
療法，光熱療法，電気療法，刺激療法などの医
業類似行為を行う事業所をいう。これらの者が
出張のみによってその業務を行う場合も含む。
○あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師・
柔道整復師の施術所
あん摩業
マッサージ業
指圧業
はり業
きゅう業
柔道整復業
○その他の療術業
カイロプラクティック療法業
視力回復センター
太陽光線療法業
温泉療法業
睡眠療法業
温熱療法業
リフレクソロジー（足裏マッサージ）

●図表－３ 最も気になる症状トップ１０

0 2,000 4,000 6,000
女性男性

発疹（じんま疹・できものなど）

手足のしびれ

体がだるい

かゆみ（湿疹・水虫など）

頭痛

せきやたんが出る

鼻がつまる・鼻汁が出る

手足の関節が痛む

肩こり

腰痛

千人

（出典） 厚生労働省「平成２２年国民生活基礎調査」（有訴者数４０，５１５千人）
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事業所数は７万６，４３０件，従業者数は２１万

７，９４２人と年々増加しており，５年前と比べ

て事業所数が１６％増加，従業者数が３０％増

加となっている。足裏マッサージを中心とし

たクイックマッサージの増加による影響も考

えられ，低価格化の動きはあるものの市場規

模は徐々に拡大している（図表－５）。

都道府県別でみると，東京・大阪・名古屋

などの大都市圏に事業所が多い。また，東京

や大阪では法人経営による療術業者が多いこ

とから，従業員数の割合が事業所数の割合よ

りも高まっている（図表－６）。

接骨院のマッサージ

マッサージ事業者の増加とともに競争も激

しくなっている。そうした中，「健康保険が

きいて安くなる」とアピールするところもで

ている。これは接骨院でマッサージを行い不

正請求しているケースである。

接骨院では治療に当たる柔道整復師に医療

費（健康保険）の請求が認められている。た

だし対象は，骨折，脱臼，ねんざ，打撲，肉

離れの五つのケガの治療のみである。単なる

肩こりや腰痛のマッサージで保険がきいたな

ら，ケガの治療と偽って保険請求された可能

性がある。

訪問マッサージの需要が拡大

高齢化社会の進展に伴い，運動障害のある

高齢者宅を訪問してマッサージをする，訪問

マッサージの需要が拡大している。利用者の

主治医の同意を得たうえで医療保険を適用し

てマッサージによる機能訓練を行う。保険が

適用できることから利用しやすい料金である。

●図表－４ 最も気になる症状の治療状況（複数回答）
0％ 20％ 40％ 60％

不詳

治療をしていない

それ以外の治療をしている

売薬をのんだり，つけたりしている

あんま・はり・灸・柔道整復師にかかっている

病院・診療所に通っている 52.4％

9.2％

20.3％

3.6％

22.7％

4.5％

（出典） 厚生労働省「平成２２年国民生活基礎調査」（有訴者数（１５歳以上）３６，４７６千人）

●図表－５ 療術業の事業所数・従業者数

0

5

10

15

20

25
従業者数事業所数

平成21年平成18年平成16年平成13年平成11年

万

5.8

12.8

6.3

15.5

6.6

16.8

7.2

19.2

7.6

21.8

（出典） 総務省統計局

●図表－６ 事業所数・従業員数の上位都道
府県

事業所数 割合 従業員数 割合

全 国 ７６，４３０１００．０％ ２１７，９４２１００．０％

東 京 都 ８，７９１ １１．５％ ３１，７０７ １４．５％
大 阪 府 ７，１３３ ９．３％ ２９，３６５ １３．５％
愛 知 県 ４，６９８ ６．１％ １３，７２４ ６．３％
神奈川県 ４，４５７ ５．８％ １４，０２１ ６．４％
埼 玉 県 ３，８２１ ５．０％ １０，９９１ ５．０％
兵 庫 県 ３，１０８ ４．１％ ９，６０２ ４．４％
千 葉 県 ３，０５１ ４．０％ ８，９２６ ４．１％
北 海 道 ２，９５４ ３．９％ ６，９０４ ３．２％
福 岡 県 ２，９３６ ３．８％ ９，４６２ ４．３％
静 岡 県 ２，３８２ ３．１％ ５，５４７ ２．５％

（出典） 総務省統計局
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ただし，訪問マッサージ事業はあん摩マッサ

ージ指圧師の国家資格保持者が必要となる。

主要業者の動向

マッサージビジネスは，従来は個人営業や

小規模企業による地域密着型の営業が大半を

占めていた。しかし近年では，企業の多店舗

展開が増えてきている。なかには，全国展開

する直営チェーンやフランチャイズ展開する

マッサージチェーンも出てきている。多店舗

展開している主要業者は次のものがある。

� ㈱ボディワーク

本社所在地：東京都台東区上野

業界最多店舗数のリラクゼーションスペー

ス「ラフィネ」を展開し，リラクゼーション

業界最大手である。全国のほとんどの都道府

県で４４８店舗を展開している。

� ㈱グローバルスポーツ医学研究所

本社所在地：東京都中央区銀座

「いつでも」「どこでも」がコンセプトの

カジュアルリラクゼーションスペース「ても

みん」などを２５７店舗展開している。

� ㈱ファクトリージャパン

本社所在地：横浜市西区みなとみらい

整体サロン「カラダファクトリー」を１３５

店舗展開している。フランチャイズ方式で展

開している点が特徴である。

� ㈱ LEIS

本社所在地：神戸市東灘区向洋町中

医療保険が適用される訪問医療マッサージ

の治療院「レイス治療院」を全国で１２９店舗

展開している。フランチャイズ制をとりレセ

プト作成を本部が代行する点が特徴である。

サービス業の特性

製造業と異なり，サービス業固有の特性が

ある。サービス業の一般的な特質は次のとお

りである。

� 無形性……サービスには形がないため事

前評価がしにくい。

� 非貯蔵性……形がないのでストックでき

ない。

� 生産・消費の不可分性……サービスは提

供された時と消費された時が同時である。

� 異質性……人的活動のウエイトが高く標

準化が難しい。

� 取引の不可逆性……提供されたサービス

を元に戻すことは不可能である。

� 需要の時期的集中性：時期（季節・時間

帯）によって需要の差が大きい。

マッサージ業においても，こうした特質を

踏まえて，サービス品質を高め，効率的な運

営を行う工夫が必要である。

モデル店A社の概要と
問題点

A社の概要

・創業：平成１２年

・組織形態：株式会社

・資本金：８，０００万円

・従業員：１５０名

・事業内容：フット・ボディケアサロン

経営

・店舗数：３０店舗（東京・名古屋・大阪）

・年間売上高：１４億円

A社は，関西に本社が所在するリフレクソ

ロジー（足裏マッサージ）業者である。社長

は，アジア各国をめぐって勉強した伝統療法，

東洋医学の効果を多くの人に知ってもらおう

と平成１２年に直営サロンをオープンさせた。

経営理念は「お客様に感動を与えるサービ

スを提供する」である。アジアの伝統療法や
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東洋医学に裏付けられた本物のリラクゼーシ

ョンサービスを提供し，単に顧客を満足させ

るのではなく，感動を与えられるまでの水準

に高めていきたいとの想いを持っている。

パソコンやインターネットの普及に伴い，

サラリーマンや OLのストレスは高まって

きていた。こうした環境の下，A社のリフレ

クソロジーは１０～２０分など短時間で利用でき，

服を着たまま手軽に受けられ，料金を「平均

１分１００円」という手頃な価格にしたことか

ら，昼休みや仕事帰りの OLに評判となり，

マスコミにも取り上げられた。

A社ではリフレクソロジーの事業のほか，

アジアの伝統療法もいろいろと手掛けている。

韓国式骨気（コルギ）美容法では，骨の周囲

に溜まった老廃物の流れを促進させ，骨を均

整な位置に矯正していく。そのほか，インド

医学の伝統的な養生法であるアーユルヴェー

ダトリートメント（オイルマッサージ）や骨

盤ストレッチ，よもぎ蒸し，頭つぼヘッドス

パなど，次々と新メニューを打ち出している。

国家資格のマッサージとは一線を画するこ

とを明確にするため，A社の店舗では看板や

広告に「マッサージ」という表現は使わない

よう徹底している。また，「当店の施術は，

治療を目的とした按摩・マッサージ行為では

ございません」との文言を見える場所に掲示

して，誤解が生じないよう努めている。

追い風を受けて毎年３～５店舗を新規オー

プンさせてきた。関西だけでなく，名古屋や

東京にも積極的に出店攻勢をかけた。店舗の

運営にはセラピストの確保が必要となるが，

A社では外部から経験者を採用するほか，セ

ラピストの養成にも力を入れている。養成ス

クールをつくり，実地経験が少なく技術の未

熟な卒業生を安価な人件費で雇用して運営し

ている。

A社の問題点

� 競争力の低下

リフレクソロジーは開業に国家資格が不要

であり低投資で開業できることから，異業種

企業も相次いで参入している。

A社では他社に先んじて好物件を確保すべ

く，積極的な拡大戦略をとっている。物件確

保を優先するあまり，市場調査・立地調査を

を十分行わないまま契約することもある。競

争の激化は価格競争にもつながり，他店が低

料金を打ち出したら対抗して価格を引下げし

ている。

� 利益率の低下

他社との競争激化のなか新規顧客を呼び込

むために，A社では路上で割引クーポンを乱

発するようになった。また，ノベルティも配

布するなど，通行客への認知向上，来店促進

に尽力している。販売促進費は膨らみながら

も客単価が伸び悩んでおり，利益率は低下し

ている。

� サービス品質のトラブル

A社では急速に店舗数を拡大してきたが，

ベテラン従業員は新店の立上げに駆り出され

不足気味である。ベテラン従業員不在のまま

技術が未熟な従業員が施術を行うこともある。

施術途中に受付対応で離れたり，人の出入り

が頻繁にあって，落ち着かない雰囲気の店も

出ている。

� ベテラン人材の不足

外部募集のほか，セラピスト養成スクール

の卒業生を雇用しているが，ベテラン人材へ

の育成が店舗拡大のスピードに追い付いてい

ない。競合他店も相次いで出店してきており，

A社以上の好条件で募集している店も出てき

ている。
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問題点の改善策

ストアコンセプトの確立

ストレスを抱え，肩こりや体の疲れなどの

ある顧客は，仕事の合間や仕事帰りに癒しを

求めて来店する。

エントランスは入りやすいよう明るくする

が，施術ルームでは落ち着いた照明や心安ら

ぐ音楽，香りなどでストアコンセプトを明確

にし，顧客がリラックスできるよう配慮を行

う。こうした部分でこだわりをもって他社と

の差別化をすることで，価格競争を回避でき

る。

ホームページの活用

サービス業ではサービスの内容を事前に確

認できないことから，顧客は施術前に不安を

抱えている場合が多い。

こうした不安を取り除くため，ホームペー

ジの中で施術の流れを写真で紹介する。どの

ような部屋でどの順番で施術が行われるのか

フローにして説明されていることで，施術前

にサービスをイメージすることができ，顧客

は安心して来店ができる。

稼働率の向上

サービス業は製造業と違い，商品の作り置

きができない。また，店舗の広さから同時に

施術できる人数は制約される。

せっかく顧客が来店しても長時間待たされ

ることになれば，ストレスを癒すはずが逆に

ストレスを与えかねない。

そこでピークタイムとオフタイムの繁閑差

を小さくする必要がある。例えば，料金を低

く設定することで，ピークタームの顧客をオ

フタイムに誘導するよう仕向ける。安価なオ

フタイムは技能が未熟な従業員の修練の場と

位置付け，顧客の理解を得つつ技能を向上さ

せていく。

こうして稼働率の平準化を図りつつ，従業

員のレベルアップを図っていく。

リピーター強化策

繰り返し利用してもらえるリピーター（固

定客）づくりは重要である。そのための第一

歩はサービスの質の向上である。

まずはクレーム情報を貴重な生の声と受け

止め，店舗運営の仕組みで改善できるよう再

発防止策を講じる。

次に，会員データベースを構築し，来店履

歴を蓄積するほか，性格（あまり話したがら

●図表－７ A社のSWOT分析

機会 脅威

外部環境
・仕事のストレス増加
・テナント好物件の増加

・競合激化
・低価格競争

強み 弱み

内
部
環
境

財務の視点
・店舗数の急成長
・売上増加

・薄利多売
・利益率の低下

顧客の視点
・知名度の向上
・新規客の増加

・ストアコンセプトが不明確
・施術トラブル

業務プロセスの視点 ・繁華街の駅近隣の好立地
・サービス品質の低下
・曜日や時間帯で繁閑差が大

学習と成長の視点
・マッサージ専門学校を運営
・スクール卒業生を安価に雇用

・高い就職率
・ベテラン人材の不足
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ないなど）や趣味，盛り上がった話題など施

術のなかで分かったことを記録しておき，次

回来店時の参考にする。

登録した会員向けに新しいサービスや期間

限定キャンペーンなどを紹介したり，各種優

待を DM，メルマガなどで案内し，再来店

を促進していく。

人材育成

顧客は接客する従業員のサービス水準をみ

て店舗のサービス水準を評価する。失敗して

もやり直しはできない。したがって，どの従

業員が接客しても一定水準以上のサービス水

準を維持できるよう従業員教育に力を入れる

必要がある。

OJTで教育するだけでなく，１人１人が

積極的にスキルアップするよう社内資格制度

などで動機付けを図る。また，指名制度を導

入し，顧客からの指名があれば評価される仕

組みも検討する。こうした制度を給与水準に

連動する仕組みにすることで，常日頃から心

のこもった接客，施術を行うよう動機付けし

ていく。

改善後の利益計画

改善策は，スクラップ＆ビルドによる店舗

の一部整理と人件費水準の削減が骨子となる。

マッサージ業は労働集約産業であり，従業員

の育成並びに効率的な活用を図ることで収益

性の向上が期待できる。

〔たかはし・としただ〕

●図表－９ A社の利益計画 （単位：千円）

直近期末 売上比 １年目 売上比 ２年目 売上比 ３年目 売上比

売上高 １，４０９，８３５１００．０％ １，２６８，８５２１００．０％ １，３０６，９１７１００．０％ １，３４６，１２５１００．０％

売上原価 ２３７，４３５ １６．８％ ２１３，１６７ １６．８％ ２１９，５６２ １６．８％ ２２６，１４９ １６．８％

売上総利益 １，１７２，４００ ８３．２％ １，０５５，６８５ ８３．２％ １，０８７，３５５ ８３．２％ １，１１９，９７６ ８３．２％

販管費 １，１５２，０００ ８１．７％ ９９８，９０９ ７８．７％ １，０１３，４６３ ７７．５％ １，０２５，７７０ ７６．２％

人件費 ５３８，３８６ ３８．２％ ４３１，４１０ ３４．０％ ４３１，２８３ ３３．０％ ４３０，７６０ ３２．０％

広告宣伝費 ４７，９８７ ３．４％ １４，３９６ １．１％ １４，６８４ １．１％ １４，９７８ １．１％

賃借料 ３４３，３７４ ２４．４％ ３３３，０７２ ２６．２％ ３４３，０６５ ２６．２％ ３５３，３５６ ２６．２％

その他 ２２２，２５３ １５．８％ ２２０，０３１ １７．３％ ２２４，４３１ １７．２％ ２２６，６７６ １６．８％

営業利益 ２０，４００ １．４％ ５６，７７６ ４．５％ ７３，８９３ ５．７％ ９４，２０６ ７．０％

（注１） 売上高は１年目はスクラップ＆ビルドで▲１０％，２年目以降は３％の成長とした。
（注２） 人件費はスクラップ＆ビルド及び業務の平準化により売上高比３２％まで圧縮とした。
（注３） 広告宣伝費は３分の１に削減とした。

●図表－８ A社の戦略フロー

財務の視点 顧客の視点

労働生産性の向上 時間帯別
割引サービス 社内資格制度

ＯＪＴ指導業務の平準化

指名制度 福利厚生の充実

クレームの削減

顧客満足，
不安の除去

リピーター優待

利益率の向上

販売費の削減

業務プロセス
の視点

学習と成長
の視点
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